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は じめ に

雲 南 ・東 南 ア ジ ア 大 陸 部 の 国 境 地 帯 の タ イ 系 諸 族 に か ん す る 調 査 研 究 は 、 中 国 の 場 合 、 抗 日

戦 争 期 の1930年 代 後 半 に始 ま っ て い る。 そ の 後 、 中華 人 民 共 和 国 が 成 立 す る と、 中 国 全 土

の少 数 民 族 を対 象 と して 「社 会 歴 史 調 査 」 と呼 ば れ る 、 大 規 模 な 現 地 調 査 が 実 施 され た 。 そ の

結 果 、 タイ 系 諸 族 に は 、 タ イ ・ル ーTaiLue、 タ イ ・ヌ ーTaiNoe、 タ イ ・ヤTaiYa、 タ イ ・

ボ ムTaiPaumな どの 自称 を も っ 地 域 的 な 下 位 集 団 が あ り、 こ の 他 き わ め て 少 数 で あ る が 、 タ

イ ・タ ウTaiTawと 称 す る グル ー プ が 雲 南 ・ビ ル マ 境 界 地 域 に居 住 して い る こ と が 明 らか に な
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った。 これ らの うち、タイ ・ルー、タイ ・ヌーが主要な集団であ り、前者 は西双版納タイ族 自

治州、後者は徳宏タイ族チンポー族 自治州 を中心に分布 してい る。

タイ系諸族は雲南か ら東南アジア大陸部、イ ン ドのア ッサム地方にまで広範に分布 し、多様

性 と地域的分化が顕著である。 したがって、タイTaiと しての同類意識 と汎 タイ意識 を国境

を越えて保持 しつつも、帰属す る国家の政治的 ・経済的 ・社会的システ ムの影響の もとに多様

なエスニシティの表出様式が確認できる[Wijeyewardenel990,高 谷1993]。 その中で、雲南

・ビルマ境界地域のタイ系諸族の歴史的動態や政治的組織化の状況は、 リーチが 『高地 ビルマ

の政治体系』の中でも論 じたよ うに、この地域全体の民族間関係の動態に大 きく影響を及ぼ し

てきた。 しか しなが ら、雲南 ・ビルマ境界地域のシャン族 を含 めたタイ系諸 族の実態について

は、現地調査を実施す るにあたっての困難や限界もあ りこれまで空 白となってきたのである。

従来、上座仏教をめぐる人類学的研究 といえば、ス リランカ、タイ、 ビルマなどの仏教社会

が対象 となってきた感がある。 こうした地域において、上座仏教はしば しばナショナ リズム と

連動 しあい、新たに創出 されて くる 「国民国家」の中核的イデオロギー として国家統合 におけ

・る重要な機能 をはた した。 しか しながら、地図上で上座仏教圏の広が りと今 日の 「国民国家」

の領域や国境線、民族集団のモザイク的分布を重ねあわせてみれば明 らかなように、上座仏教

を信奉す る集団が既存の国家体系においていずれも ドミナン トな体制 となっているわけではな

い。政治勢力 としては周縁的な立場にあ'り、国家に対 して従属的な状況下におかれている場合

も多いのである。雲南省のタイ系民族は この類型に属 しているが、この ような上座仏教圏にお

いて国家統合の ドミナ ン トな体制原理や国家イデオロギーに直線的に連携 していない上座仏教

社会の位相を検討 してみる意義がある。

そこで本稿では、最終的な 目標 としては、中国雲南省から東南アジア大陸部の国境地帯に跨

がって居住す る、 タイ系諸族をめ ぐる民族間関係 とエスニシティの動態論の理解 にむけて、そ

の前段階 として、徳宏 タイ族チンポー族 自治州のタイ系民族の上座仏教 にかんす る民族誌的な'

基礎資料の整理を試み、 さらにこれまでの現地調査によ り得 られた資料 を加 えて、いくつかの

予備的な考察を行 ってみたいと思 う。

1徳 宏タイ族チンポー族 自治州と民族間関係の動態

(1)地 域概念と しての 「徳宏」
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徳宏タイ族チンポー族 自治州は、雲南省の西南部に位置す る。民族構成は1990年 度の人

月統計によれば、総人 口906426人 の うち、少数民族は666251人 を占める。人 口比率の上では、

漢族が半数、その残 りをタイ族、チンポー族、 ドゥアン族、アチャン族 などの少数民族が 占め

る、 とい う民族構成 とな っている。 中華人民共和国の成立により、自治区 ・自治州 ・自治県な

どの行政単位お よびその管理 システムは 「民族区域 自治」 と呼ばれるが、徳宏タイ族チ ンポー

族 自治州は雲南省 に設置 された8自 治州のひとつである。

「徳宏」 とい う地域概念は、タイ語のタウ ・ホーンTawXong(怒 江の下方、南方の意味)

に由来す る。 ビルマのシャン州 とは 自然地理、生態系、民族分布などにおいて連続性 をもち、

中国領シャン州ChineseShanStatesと も呼ばれた。イラワジ、サル ウィ'ン上流水系に20あ

ま りの山間盆地が分布す る。 そうした盆地空間は、タイ語ではムアン(Moeng)の 名称で呼ばれ

る。ムアン ・ホンMoengXaun(芒 市)、 ムアン ・マオMoengMao(瑞 麗)、 ムアン ・ワン

MoengWan(隔 川)、 ムアン ・ラーMoengLa(盈 江)、 ムア ン ・ティMoengTi(梁 河)な ど

がある。

解放以前、この地域は漢族により 「騰龍辺区(十 土司区)」 と呼ばれ、南旬、干崖、随川 、

蓋達、遮放、芒市、猛卯、戸撒、臓撒、猛板の10土 司が分布 したが、タイ族側 には 「徳宏」

とい う地域概念はなかった。それぞれのムアンが最大の政治的単位であったのである。

13世 紀以降、この雲南 ・ビルマ境界地域 にはムアン ・マオ王国の勢力が強大化 し、周辺の

ムアンに対する侵攻 と勢力の拡大をはかった。 こうした動きに対 し、元朝および明朝は タイ系

諸族の分断化をね らい、この地域に土司を設置 していく。そ して、15世 紀 における 「三征麓

川」 と呼ばれる大規模 な軍事制圧 をへて、同地区には10の 土司が配置 され ていく[尤 中198

7]。 徳宏地区は ビルマ、イ ン ド方面にいたる内陸交易ルー トの中継地点にあた り、古 くか ら

漢族が進出していたが。明代以降、大規模な屯田政策が展開 し、漢族の移 民も増加す る。18

85年 ビルマの植 民地化以降、イギ リス と清朝政府 とのあいだで国境が画定 され、この地域の

タイ系諸族は、中国およびイギリス領 ビルマとい う、異なる支配体制のなかにより実質的に編

入されてい くことなるのである。

(2)民 族区域自治と 「タイ族」の形成

徳宏地区における 「民族区域 自治」の導入は1953年 である。 タイ族 とチンポー族の連合
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自治の形式を採用 し、56年 自治州の正式名称 を 「徳宏タイ族チンポー族 自治州」 とした。こ

の措置によ り、徳宏地区はあ らたな政治的段階をむかえることになった。

徳宏 タイ族チンポー族 自治州の政治体制は、自治州の成立以前 と以後では質的に大きな相違

がある。15世 紀後半に土司制度が確立 して以来、ムアンを単位 としたタイ系土司による政治

支配は、雲南辺彊地域の直接支配の強化 と内地化をめざした民国政府 の行政改革によっても解

体 されず、タイ族 を中心に編成 された民族 間関係 のあ り方 は大きく変化す ることはなかった。

しか し、民族 区域 自治の導入は、新 しく国家側か ら認定 された各 「民族」に等 しく政治的発

言権 と地位 を保証することになり、従来の民族間関係 に大きな変更を迫るものとなった。

タイ族 とチンポー族のあいだは、民族区域 自治の実際の運用をめぐり、はげ しい対立が生 じ

た。 タイ族の民族上層 は、徳宏地区のこれまでの歴史的経緯を根拠 に、シプ ソーンパンナー と

同様に単独で 自治単位 を建立す ることを主張 し、チンポー族 と連合す ることに反対 した。一方、

チンポー族の民族上層は、タイ族 とチンポー族 はともに怒江下流域の主要な民族集団であると

して、連合体制による自治の実現をめざした。多数派のタイ族の政治的支配 には大きな制限が

加え られ る一方、自治州内の人民政府機関にはチンポー族、アチャン族 、 リス族、チンポー族

なども多数参加することになったのである。

(3)タ イ系諸族の自称と他称

徳宏地区か らシャン州にかけての一帯は、歴 史的には中国王朝 とビルマ王朝の政治的なはざ

まに位置 している。 中国王朝お よび漢族が、漢文化の優位性 と中華意識 を背景 に、周辺部の諸

民族 を名付けて分類するとい う形で、多くの書かれた記録を残 してきた点は注 目に値する。

13世 紀に入 り、雲南 を征服 した元朝は東南アジア大陸部への政治的関心を強めるが、当時、

サル ウィン川や瀾槍江流域の山間盆地や河谷平野にムアンを形成 し、王国的政体の建設に活発

であった タイ系諸族 を 「金歯」 「百夷」などの名称で呼んだ。 さらに明代になると、 「百夷」

はタイ系諸族を表す総称 として広 く使われるが、 しば しば 「大百夷」 「小百夷」の区別がある

とされた。

こうした分類が何 によるのかは不明だが、タイ系諸族が多 くの王国的政体を構成 してかな り

自立 した政治勢力を保持 したこと、後述す るように ビルマ側のシャン族にはタイ ・ロンTai

Longと 自称す る場合 もあったことなどを考慮す ると、タイ系諸族 の内部に存在 した政治的諸

82



勢 力 の 分 立 状 況 を あ る程 度 反 映 した分 類 概 念 か と も考 え られ る。

清 代 に な る と 、 タ イ 系 諸 族 は 「旱 揺 夷 」 「水 擢 夷 」 「花 擢 夷 」 と分 類 さ れ る よ うに な っ た 。

この な か で 、 徳 宏 地 区 の タ イ 族 に 関 連 す る の は 早 擢 夷 と水 揺 夷 で あ る 。 漢 籍 史 料 に よれ ば 、 旱

擢 夷 は 河 川 に そ っ た 平 地 で は な く 山 地 や 丘 陵 部 に 居 住 す る グル ー プ で 、 そ の 心 理 的 属 性 は 勤 勉

で あ る とい う。 これ に 対 し、 水 搦 夷 は 河 川 の 近 くで 草 ぶ き の 家 屋 に 居 住 し、性 格'は柔 弱 で あ る。

こ の 対 照 的 な 属 性 を もつ 分 類 カ テ ゴ リー は 後 述 す る よ うに 、 今 日に お い て も有 効 性 を失 っ て

い な い が 、 こ の よ うな 中 国 王 朝 お よ び 漢 族 に よ る 、 い わ ば 「名 付 け 」 と して の タ イ 系 諸 族 の 他

称 は 、 民 国 期 に な り、 中 国 国 内 の タ イ 系 民族 の 総 称 と して 「擢 夷 」 、q罷 葬 」 が 定 着 した 。

こ う した 中 国 王 朝 側 な い し漢 族 か らの 名 付 け 的 状 況 が あ る一 方 で 、 ビル マ 人 は 、 ビル マ 国 内

お よ び 中 国 領 に 居 住 す る タ イ 系 諸 族 を シ ャ ンShanと 呼 ん だ こ とは よ く知 られ た 事 実 で あ る。

シ ャ ン と呼 ば れ る集 団 は 、 リー チ に よれ ば 、 ビル マ 系 シ ャ ンShanB'mah、 中 国 系 シ ャ ンShan

Tayok、 カ ム テ ィ ・シ ャ ンKhamtiShan、 とい う3つ の グル ー プ に 区 分 され る 。 ビル マ 系 シ ャ

ン が 、 ビル マ 系 シ ャ ン 諸 国 家 の シ ャ ン族 を 指 し、 サ オ パSaopaと 呼 ば れ る 「王 」 は 名 目的 に は

ビル マ 王 に従 属 し て き た グ ル ー プ で あ る の に 対 し、 中 国 系 シ ャ ン は 雲 南 側 の シ ャ ン諸 国 家 で 、

そ の 主 要 な も の は 騰 越 の 南 、 サ ル ウ ィ ン川 の 西 に い る。 ビル マ の バ モ ー お よ び ミ ッチ ー ナ ー 地

区 に居 住 す る シ ャ ンの 多 くは 雲 南 側 か ら移 住 し、 ビル マ 人 に よ っ て 中 国 系 シ ャ ン と して 分 類 さ

れ て い る。 カ ム テ ィ ・シ ャ ン は ビル マ 系 シ ャ ン の 亜 型 で あ り、 か つ て モ ウガ ウ ンMouga㎜g

(MongKawng)に 政 治 的 忠 誠 を た も っ て き た シ ャ ン で あ る とい う[リ ー チ1987:35-40]。

中 国 と ビル マ の 国 境 画 定 が 進 行 し、 ビル マ 領 の シ ャ ン州ShanStatesと 中 国 領 の シ ャ ン州

ChineseShanStatesと い う、 領 土 的 に も 区 分 され た19世 紀 後 半 の 状 況 に あ っ て 、 双 方 の タ

イ 系 諸 族 が 互 い を どの よ うに 認 識 しあ っ て い た か にっ い て 、 ビル マ か ら雲 南 ま で を 詳 細 に 踏 査

した デ ー ビス は 、 以 下 の よ うな 注 目す べ き 内 容 を 記 録 して い る。

「シ ャ ン 族 が 自称 す る 名 称 は 、 タ イTaiで あ る 。 シ ャ ン とい う名 称 は 、 ビル マ 語 の 名 前 で 多

く の 少 数 民 族 も こ の 名 称 の 変 種 を用 い て い る。 雲 南 省 の シ ャ ン 族 は 中 国 人 か らパ イ イPai-yi

と 呼 ば れ て い る。 雲 南 省 の シ ャ ン族 は 、 そ の 大 部 分 が シ ャ ン ・ス テ ー ツ に居 住 し、 タイ ・チ ェ

TaiChe、 タ イ ・ケTaiHkeあ る い は 中国 系 シ ャ ンChineseShansと 呼 ばれ て い る。 し か しな

が ら、 中 国 系 シ ャ ン は 、 一 般 に こ の名 称 を 用 い る こ と な く、 タ イ ・ヌ ーTaiNoす な わ ち 北 方

シ ャ ンNorthernShansと 名 乗 っ て い る。 これ に対 し て 、 シ ャ ン 土 侯 国 の 住 民 は 、 タイ ・ロ ン

83



TaiLongす な わ ち 大 シ ャ ン を 自称 して い るが 、 中 国 内 の シ ャ ン族 は 、 彼 らの こ と を タイ ・タ ウ

TaiTau、 す な わ ち 南 方 シ ャ ン 族 と呼 ん で い る。 わ ず か の タイ ・タ ウ は 雲 南 に も居 住 し、 孟 定

Meng-tingに い る。 ま た 、 孟 連MongLemに タ イ ・レ ムTaiLemが 住 ん で い る[Davis1970:3

77-381]a

こ こ に お い て 明 確 な 形 で 示 され る 、 雲 南 ・ビル マ 境 界 地 域 の タイ 系 諸 族 の あ い だ で 用 い られ

た 自/他 の 相 互 認 識 の 分 類 概 念 は 、 ほ ぼ 中 国 と ビル マ の政 治 的 国 境 に 対 応 して い る。 中 国 側 と

ビル マ 側 の タ イ 系 民 族 の あ い だ で 作 動 して い る、 タ イ 系 諸 族 の 内 部 の 差 異 化 と境 界 づ け 、 相 互

認 知 と 自 己 意 識 化 の メ カ ニ ズ ム は 、徳 宏 地 区 の タ イ 族 の エ ス ニ シ テ ィ論 の 核 心 に か か わ る重 要

な 問 題 で あ る。

(4)タ イ ・ヌ ー と タ イ ・タ ウ の 民 族 的 境 界

これ ま で の 調 査 研 究 に よ る と、 徳 宏 地 区 に は 、 人 口的 に は 圧 倒 的 多 数 の タ イ ・ヌ ー と少 数 の

タイ ・タ ウ の2つ の グ ル ー プ が お り、 後 者 は ビル マ に 接 した 一 部 の 地 区 に の み 分 布 す る と説 か

れ て き た。 タ イ ・ヌ ー と は 「上 方 の タイ 」 、 タ イ ・タ ウ とは 「下 方 の タ イ 」 を意 味 す る。 漢 族

の 分 類 で は 「早 タ イ 」 、 後 者 は 「水 タイ 」 で あ る と い うが 、 こ う した タ イ ・ヌ ー/タ イ ・タ ウ

の 区 分 が 、 どの よ うな 根 拠 と基 準 に も とつ い た も の で あ り、 シ ャ ン 族 と総 称 さ れ る ビル マ 側 の

タ イ 系 諸 族 と い か な る 関係 に あ る の か に つ い て は 、 不 明 な 点 が 多 く残 され て い た 。

この 問題 に 対 し、 筆 者 は これ ま で の 現 地 調 査 に も とづ き、 次 の よ うに 考 え て い る。 徳 宏 地 区

の タ イ 族 は 、 ビル マ 側 の タ イ 系 諸 族(シ ャ ン 族 に 相 当 す る)を タ イ ・タ ウ と認 知 す る とい う 、

対 比 的 関係 性 に お い て 、 自 らを タ イ ・ヌ ー と名 乗 っ て い る の で は な い か とい う こ とで あ る。 さ

らに 、 タ イ ・ヌ ー/タ イ ・タ ウ とい う分 類 区 分 は 、 基 本 的 に タイ ・ヌ ー と 自称 す る側 の 内 部 で

通 用 す る 概 念 で あ.る。 目下 の と こ ろ 、 ビル マ 側 の タ イ 系 諸 族 が 自 ら を タ イ ・タ ウ と 自称 す る 事

実 を確 認 し え な い か ら で あ る。

ま た 、 こ う した 自 己 認 識 とあ わ せ て 、 徳 宏 地 区 の タ イ 族 の あ い だ に は 、 タ イ ・ヌ ー とは 次 元

の 異 な る 名 乗 りの 様 式 が 存 在 して い る。 タ イ ・ワ ンTaiWan(朧 川MoengWanの タ イ)、 タ イ

・ラTaiLa(盈 江MoengLaの タ イ) 、 タ イ ・ホ ンTaiXaun(芒 市MoengXaunの タ イ)、

タ イ ・テ ィTaiTi(梁 河MoengTiの タ イ)、 タ イ ・マ オTaiMao(瑞 麗MoengMaoの タ イ)

とい う よ うに 、 自分 の 出 身 ム ア ン を参 照 枠 に して 自 己 を ア イ デ ン テ ィ フ ァイ す る とい う も の で
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ある。

筆者の現地調査によれ ば、ヌー(上 流、北方の意味)と は、怒江(サ ル ウィン川上流部)の

上流地域、タウ(下 流、南方の意味)は 怒江の下流地域、すなわちサル ウィン河流域地方を指

してお り、タイ ・ヌーを 自称す る人々には、 自らの移住経路 と移住の歴史に対す る漠然 とした

方向意識が存在 している。 自らがタイ ・ヌーである根拠 として、 自分たちが怒江の上流地域か

ら移動 してきた とい う、漠然 とした移住経路 と歴史意識 をもち、内地方面から怒江を越えて徳

宏地区にいたったと認識す る傾向が認められ る。

ところで、北タイのシャン族 を対象に言語調査を実施 したヤングは、シャン族は言語的に北

方シャンと南方 シャン とでは区別 があるとした上で、徳宏地区のムアン ・マオか らの移住者

(タイ ・マオTaiMaoと 自称する)の あいだに、サル ウィン川 を基準に してシャン州がムア

ン ・ナー ・コーン、ムア ン ・タ ウ ・コーンとに大別 され、前者はタイ ・ナー(北 方タイ)、 タ

イ ・タウ(南 方シャン、主にビルマ国内で話 される)で あると認識 されている とい う興味深い

事実を紹介 し、中国 とビルマの政治社会的区分にほぼ対応すると推論 している[Young1985:

3-4]o

タイ ・ヌー と自称す る徳宏地区のタイ族 も同じタイ系諸族の一派 として、言語、上座部仏教、

水稲耕作 など、多 くの点で ビルマ側のシャン族 と共通す る文化要素をもつ。タイ ・ヌーがタイ

・タ ウとの比較において、自分たちの文化的特徴 を語 る場合、言語や文字以外 に参照するのは、

服装、家屋の形式、栽培稲の品種、農耕技術、調理法、歌謡形式、漢字の 「姓」お よび漢族の

儀礼的慣行の有無 など、衣食住および風俗 ・慣習の各方面に及ぶ。

こ うした両者の微妙な差異や違いのなかで、タイ ・ヌー と自称するグループは、タイ ・タウ

に比べ、 自分たちが漢族 との接触 ・交流の歴史が長 く、 したがって中国(漢)文 化か らの影響

を強く受けていると強調す る傾向をもつ とい うことが重要である。

タイ ・ヌーを 自称す る土司階層のあいだには、自分たちの先祖 を中国内地から移住 してきた

「漢族の子孫」[松 本1987]と す る伝説が流布 している。徳宏地区のタイ系土司の場合、 自

己の支配 の正 当性が、中国内地か ら移住 してきた漢族 との系譜的関係をもち、 しか もその先祖

が明朝か ら官位 と領 土を与えれ、土官に任命 された と意識 される。ここには、漢文化の先進性

を認め、 自らの文化的優越性、正統性の根拠を漢文化 に求める意識が表明 されている。 自らを

漢文化により接近 したグループとみな し、ビルマ側のタイ ・タウとの境界化 をはかる、タイ ・
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ヌー意識の存在が読み取れるのである。おそ らく、この意識は、中国王朝およびそれにつ らな

る漢族 のまなざしの下で、中国とビルマの政治的社会的区分、あるいは政治的国境に対応する

関係性において生み出 され、ビルマ側のタイ系諸族(タ イ ・タウ)と の対比関係 のなかで、タ

イ ・ヌー としての 自己意識が形成 されたと考えられ る。

以上、これ らの事実から、タイ ・ヌー、タイ ・タ ウとい う名称は、 自己の出身ムアンを参照

枠 とする、一般的にタイ系諸族に広 くみ られ る自他の相互認識 とは別の関係論的基準による分

類カテゴ リーが雲南 ・ビルマ境界地域では存在 してきたことが推測できよう。それはおそ らく、

中国 とビルマの政治的、文化的境界 とその生成の力学に連動 しあ うものではないかと考 えられ

る。

2上 座仏教圏のなかの 「徳宏」

(1)徳 宏タイ族 と上座仏教の宗派

雲南 ・ビルマ境界地域のタイ系諸族は歴史的に早 くか ら密接な交流関係 をもち、文化的にも

多くの共通点が認め られ る。 リーチは、彼 らが地域的には散 らばっているが、文化的にはかな

り均質であるとした上で、シャン族がすべて仏教徒であるということ、その集落ではすべて水

稲耕作が行われ るとい うことの2点 を、彼 らの民族的アイデンティテ ィの根拠 として重要視 し

ている。そ して、シャン仏教には明 らかに異端な宗派がたくさん含まれているが、仏教徒であ

ることはシャン文化 に浴 していることの指標 と して象徴的にきわめて重要だ と述べている[リ

ーチ1987:35-36] 。 しか し、 リーチはそれ以上の ことは語 ってお らず 、 「異端な宗派」が具

体的に何 を指すのか明 らかでない。

ミルンは この点にかん して、シャン仏教が次の ような宗派に分かれていたとしている。先ず、

最も戒律が厳 しいのは 「Menkyao派 」である。 この派は厳格 な菜食主義者 で、魚類 も肉類 も食

べない。シャン州 にはどこにもこの派の僧侶がいる。 「Menkyao派 」に次いで厳格なのは、

「Tawne派 」である。 この派の僧院は、密林の中や、あるいは少な くとも集落から離れた所 に

好んで住む。 シャン族 の どこの集落にでも見 られ る宗派は、 「Nal。ng派 」である。 この他、

「Sawti派 」があるが、その数はあま り多 くない。彼 らは他の宗派 と～緒にな らず、自分の宗

派以外の寺院 を訪れ ることはほ とんどない。また、最 も戒律が厳格でない派は、 「Poikyaung

派」である。 この派の僧侶は、雲南とシャン州の国境地帯にいる。彼 らはアヘ ンを引用す るの
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で、マ ンダレーや ラングー ンにはめったに行かない。それは ビルマ人の同胞に蔑視 されるか ら

であるとい う。 「Menkyao派 」を除いては、どの宗派 も調理された肉類ならば食べて よいとさ

れている[ミ ル ン1944:70-71]。

こうした記述か ら、シャン仏教 とひ と口にいっても、戒律の厳格 さを追求す る宗派か らそ う

でない派までを含み、多様な宗派の寄せ集めにすぎないことが明 らかとなる。 この点は、自ら

をビルマ側のタイ系民族 と区別 してタイ ・ヌー と自称する徳宏 タイ族においても同様である。

これまであまり検討 されたことがないが、徳宏 タイ族 の上座仏教に後述す るように、大きく4

つの宗派に分かれていたことがい くつかの民族誌において明 らか となってい る[田1944、 江

1950,顔1986]。 以下、 これ らの資料によりなが ら、徳宏タイ族の上座仏教の実態をみてい く

ことにする(表1・2参 照)。

表1「 徳宏地区における各宗派の寺院数(1957年)」

梁河県

蓮山県

盈江県

朧川県

瑞麗県

瀬 県

合計

poitsaung

1

66

ios

64

38

46

323

nOy

6

0

8

ρ
0

0

9
臼

ウ
臼

ρ
0

tole

8

51

17

40

15

131

tsoti

3

18

21

合 計

1

80

159

101

89

105

535

(出所)「 地委統戦部関於辺六県仏教情況的統計資料」

より作成。

[中共徳宏州委党史征研室編1991:285]
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表2「 徳宏地区における各宗派の分布(1987年)」

梁河県

盈江県

β龍川県

瑞麗県

睨町市

蒲西県

合計

poi tsaung

17 

100 

34 

34 

7 

47 

239

yon

10 

14 

3 

30 

57

to le

3 

40 

29 

52 

26 

150

tso ti

3

18 

21

合計

20 

150 

77 

91 

7 

113 

458

(出所)「 地委統戦部関於辺六県仏教情況的統計資料」

より作成。表中の数宇は村落の数 を示 している。

[中共徳宏州委党史征研室編1991:285]

なお、それに先立って確認 しておきたいのは、同地区の上座仏教が主にシャン州方面から伝

わった とい う点であり、 ビルマ仏教の周縁部に位置 していることである。年代的には15世 紀

半ば以降とみ られ 、17、18世 紀に普及 した と考えられている[江1983:345、 劉1993:

87-90]。 これに対 し、ムアン ・マオ王権が勢力拡大 した14世 紀後半 には王権 によって上座

仏教が受容 されてお り、15世 紀に徳宏地区に広まったとい う意見 もあ り、17、18世 紀に

徳宏地区の仏教信仰は最盛期を迎 えた とい う[張 建章1993:57-63]。 不明な点が多いのだが、

同 じく雲南のタイ系民族 といっても、北部タイあた りから上座仏教が伝わったと目され る西双

版納地区とは異なる仏教文化圏に徳宏タイ族が属 していた ことは重要である。

a.ポ イツオンpoitsaung派

中国語の表記では 「1罷総」、 「提突」、 「提庄」な どと記述され る派である。おそ らくミル

ンのい う 「Poikyaung派 」 と同 じ宗派と考えられる。シャン州では少数派に属 しているような

印象を受けるが、徳宏地 区では最 も早 くに伝 えられ、最大の勢力を誇った宗派である。 したが

って後述す るよ うに、 もともとこの派に属 していた寺院は多 く、一般の在家信徒にも大 きな影
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響力をもったことが考えられ る。 この派はビルマか ら伝 わったが、もともと戒律がそれほ ど厳

しくなかったとい う。後に ビルマ国王が検査 し、不合格の僧侶はすべて強制的に還俗 させたこ

とがあ り、その一部が中国側に移ってきたと伝えられ る[顔1986:458]。 なお、史料的な根

拠が明らかにされていないが、 この派が徳宏地区に入った時期を1662年 と断定する見解 も

ある[劉 揚武1990:425]。

寺院は村落の中心部に建立されている。戒律はあま り厳格でない とされ、僧侶の生活は快適

さ、安楽 さを求めることができる。例 えば、袈裟は毛製でよい し、掛け布団、乗車、肉食、喫

煙が許 され る。僧侶は寺院から自由に外出してかまわず、民家にも自由に出入 りできる。出家

も還俗 も比較的自由であ り、終身の僧侶は少ない とい う[江1950:246-244,張1987:148-

150]。 この派の来歴にかん し、以下にあげる起源伝説がある。

【資料1】 「昔、2人 の僧が布施のために外出 し荒野で野宿 した。天神が1人 の女性 に変身 し

て彼 らに同宿を求めた。上の僧(二 仏爺)は この女性 をいとお しみ、彼女の希望を許 した。 し

か し、下の僧(小 仏爺)は さっそ く菩薩に上の僧がこの女性 と関係を持った と嘘の報告をした。

菩薩は事の真偽を二人に問いただ した。上の僧 はあ りのままを述べた。菩薩は下の僧 には水を

托鉢す るように命 じ、山上に寺院 を建立させた。 これが トー リエ派である。上の僧 は誠実であ

ったので、菩薩は彼 に村 の中に寺院を建立させた。ポイツォン派の寺院が村内にあるのはこ う

した理由による」[顔1986=458]。

【資料2】 「昔、2人 の若い僧が布施に外出 し、山林のところで日が暮れたので、その晩はそ

こで野宿 をすることにした。突然、林の中で助けを求める1人 の若い女性を見つけた。娘は2

人の僧 にお供 して くれるよ うに懇願 した』下の僧(小 和尚)は これ を拒んだが、上の僧(大 和

尚)は 娘に同情 し、これ を受け入れた。夜にな り、下の僧は木の枝の上に休んだが、木の下で

休息す る様子をこっそ りと観察 した。2人 の間には何 もなかった。翌 日、下の僧は寺に戻 り、

仏主に上の僧 が戒律 を破 り、女性 と関係 したと報告 した。これに対 し、仏主は他人に罪がある

のではなく、疑い深いあなたの中にそれはあると反論 した。また、仏主は上の僧には次のよう

にいった。女性 と同 じ所 に泊まったのは有罪である。ポイを しては じめてこの罪 を消すこ とが

できると。ポイをす ることを 『梶 中』 と呼ぶので、後に 『提中』派を形成 した。発音の関係で

『1罷　』 とい うよ うになった」[張 建章1993:75]。
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b.ヨ ンjon派

カンヨンkoenjonと い う場合もあ り、中国語の表記は 「潤」 「歌潤」。 この宗派は西双版

納、鎮康、歌馬などのタイ系民族が信仰する仏教 と同じ宗派であり、北タイの ランナー王国に

伝わったものが徳宏地区に入った とされ る。芒市地区には15世 紀にチェンマイの高僧が伝え

たと言われている。 さらに、 ヨンパ(あ るいはバイパ)、 ヨンスン(あ るいはバイスン)の2

派に分かれている。両者の相違 は、僧侶の得度式のや り方 とされ、前者は得度 を受ける者が山

林にか くれ、それ を見つけてきてから儀礼を行 うのに対 し、後者は田圃にか くれる点にあると

い う[張 建章1993:75]。 以下の起源伝説がある。

【資料3】 「仏主が よその土地 に布教に行 くに際 して、すでに身ごもっでいた妻は同行を望ん

だ。仏主がは承諾 し、2人 が ビルマのシボーに至った時、妻は子供を産んだ。その土地の人々

は寺院の中に煮 たきのできる所 をつ くり、彼女 をそこに住まわせて子供を育て させた。 しば ら

くして彼女は仏主が布教に行 くのについていきたいと望んだ。彼は次の2つ の条件をつけて承

諾 した。1つ は、白衣 を着るだけとし、黄衣は着ないで男女の区別をっける。2つ には、女性

の仏への善行は、二千年をもって期限 とする。後の尼僧の庵は、その時か ら開始 されたもので

ある。これまでにすでに二千年が過 ぎている。以前 には瑞麗にも尼僧 が多かったが、すでに期

限が過ぎているのでだんだん少なくなっているのだ とい う」[張 建章1993:78]。

【資料4】 「仏主の子供が成長 し、子供は毎 日父親 に会いたいと念 じていた。 しか し、出家 し

た者が 自分の子供 を認 めるわけにはいかないと考えた。そこで子供に地方官 ・フンホーハ ンを

さが しに行かせ、彼が父親であると偽った。フンホーハンは子供を養育 した。ある時、靴 を買

って子供に与えた。子供は靴を履いたまま、堂の中に入った。ある者 がこれは規則を破 ってい

ると仏主 に訴えた。 しか し、彼は子供だか らかまわないと言った。また、フンホーハ ンは刀剣

をおもちゃに与えた。子供はそれを持って本堂に入った。仏主はこれ も許 した。そ こで今度は

馬を買ってやった。子供は馬に乗 って本堂に入 った。フンホーハンは黄衣を作 らせた。そ して、

子供を寺院に送 り、見習僧 とした。 これが後 にヨン派となった。 この派は長刀を持つ、騎馬、

殺生 してもよい、家畜家禽を飼 ってよいな ど、比較的 自由である。それ ゆえ、農民はこの派を

金持 ちの派を呼び、官家になる派と呼ぶ」[張 建章1993:78]。
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c.ト ー リエtole派

中国語表記は 「多列」 「擢多」。 トー リエ派は18世 紀前半にビルマから入 ったと考 えられ

ているが[劉1993:87-90]、1739年 、遮放地区の僧侶がマ ンダレーの同派の寺院に留学

して戻 り、その教えを広 めた とい う史料もある。その後、清朝 とビルマ王朝 の関係が悪化 し、

農民や僧侶 も流散 して しまったので同派の発展が止まって しまったといわれ る[張 建章(編)

1993=123]。 また、1817年 にビルマか ら伝 えられたとする意見もある[劉 揚武1990=425]。

この派はツォテ ィ派に近 く、それか らの分かれともいわれる。異なる点は、戒律がツォティ

派ほど厳 しくないこと、ツォテ ィ派のように大集団ではなく、遍歴 して移動生活を送 らないこ

と、各寺院には僧侶がお り、互いに従属関係はない こと、などである。 ざらに トゥカンフ(徳

干當)、 ミチュ(密 朱)、 トンビツ(東 比刺)、 ウワタ(郷 瓦打)の4派 があるとい う[江

1950:246-251]。 また、スタンマー(蘇 探璃)、 シュイチン(睡 晋)の2派 に分かれる とも

いわれる[張 建章1993:147-148]。

この派の戒律は厳格であり、次のよ うなものがある。正午を過ぎた ら食事は しない。家畜や

家禽を飼 うことを禁止 している。ただ し、雄鶏は明け方の時刻を告げるので飼って もよい。僧

侶は高いベッ トで寝ない。綿入 りの布団を使わない。金銭に手を触れない。酒を飲まない。喫

煙 しない。生臭い物(鶏 、魚、肉、卵な ど)で も食べてよい。信徒が布施 して くれた物は何で

も食べてよい、などである[顔1986:456]。

トー リエ派の来歴は次の ようにいわれている。僧侶はもともと森の寺院で修行 し、毎 日山を

下 りて平地の村に布施にやってきた。その後、その修行生活が質素であ り、深遠で気高いので

村人が招請 し、村落の中に寺院を建立 した。また、次のような伝説 もある。400年 以上も前

のこと、イン ドの高僧数名がビルマに経典を講 じるためにやってきた。のちに、その うちの2

人が分かれ、盈江、芒市 に布教にや ってきた。芒市にきたのは トー リエ派であった。当初、こ

の派の寺院は山上にあ り、僧侶は毎 日平地に布施に来た。後に人々は平地の村落付近に寺院を

建立 し、僧侶を招いたのだ とい う[顔1986:456]。

d,ツ ォ テ イtsoti派

中 国 語 に よ る表 記 は 「左 底 」 「左 抵 」。

す な わ ち 、 サ ン ガ は 各 地 を 巡 歴 して お り、

この派は、他の宗派にないユニークな性格 をもつ。

1人 の長老僧 に統率された全体一致の集団生活 をし
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ている。 しかも、1カ 所の寺院に長 く止住することはなく、数年経つ とよそに移動 して しま う。

その理 由は、清代の道光年間あた りに戒律上の規則に違反 したことがあ り、それ以来、止住す

る寺院がな くなったか らだ とい う。そのため、全ての寺務 は 「教長」が担当す る。彼 らのため

の寺院は、寺院はみな村外れの静かな場所に建立 される。ビルマから徳宏地区にこの派が入っ

て きたのは、 トー リエ派が伝わってか ら約百年後 とされている[顔1986:457]。 しか し17

57年 とする資料 もある[劉 揚武1990:425]。 マンダレーか ら伝わ り、芒市地区にはムンポ

ン(双 江 と取馬の中間に位置)を 経 由して入 ってきた とい う。芒市地では土司にも支持 され、

かつて相 当大きな勢力であったが、他の宗派の住民 との争いを起 こして以来、 しだいに人々の

支持を失 っていった。民国4年 頃にビルマ側のモ ンミッ トとに拠点を移 した とい う。以来、そ

こがツォティ派の拠点となってい る。寺院の運営 と管理は 「教長」が受け持 った。彼は信徒か

ら集め られた金銭 を寄進 しに、毎年モン ミットに赴いた。戒律は厳格 であり、例 えば、いつ も

袈裟を身 にっけるだけで、その上に衣服 を重ねることをしない。冬で も夜就寝する際には、掛

け布団を しない。外出す る時は歩行だけであ り、騎馬や乗車は禁 じられている。寺院で一切の

家畜は飼 わず、その寺院内への進入を許 さない。解放以前において、絶対にアヘンを吸 うこと

などはなかったとい う[張 元慶1987:148-150,張 建章1993:79-81]。

【資料5】 「昔、ある寺院に若い見習僧(和 尚)が いた。戒律を守らず、毎晩、民家の娘を訪

ねては女性 と戯れ ていた。ある晩、 とある民家に忍び込み、ツォとい う名の若い婦人を姦淫 し

た。この女性は暗闇の中で、この僧侶の肩の上に指で墨の印 をつけておいた。翌朝、彼女は寺

院に行ってこの青年のことを訴え、左肩に墨の印がある者がそれである と言 った。長老僧 は寺

院にい る全員を集 めて調べた。若者は発見 され、寺院を追放 された。彼 は追放 されてか ら後悔

し、奥深 い森の中に入 り込み、苦行に励んだ。そして、数年が過ぎた。 ある日、1人 の崩龍族

の男が山の中で狩 りをしていた。すると一人の僧侶が崖の所で座禅を していた。この僧侶は野

獣 がその前 を通 り過 ぎても襲われ ることはなかった。崩龍族の男は弓矢を放ったが、3本 とも

命 中しなかった。 この男の弓矢は百発百中であ り、3回 もはず したことを不思議に思い、村に

戻 り、このことを村人たちに皆に話 した。村人たちはこの僧侶に布教を願い出た。僧侶は村人

たちに厳 しい戒律を守 ることを条件に山をお りた。村人たちは彼の教 えを守 り、崩龍族のあい

だで信徒が増えたが、彼 らはこの教えは何かを尋ねた。僧侶 は自分が入山 した動機はツォとい

う女性が告発 して くれた ことによるので、ツォティと呼ぶ ことに しよ うと応えた とい う」[江
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1950:246-244]a

【資料6】 「ある見習僧(和 尚)が 正式の僧侶(仏 爺)に 昇格す ることを望まなかった。彼は

山中に逃亡 した。 ある人が狩 りを し、彼 を鹿 と間違えて数本の矢を射た。 しか し、命 中 しなか

った。 この男が怪 しく思 って近づいてみると、知 り合いの僧 だった。彼 は下山を説いたが、こ

の僧は拒んだ。そこで彼 は草花を摘んできて献 じた。 この僧 は承諾 したが、 自分を捨てて顧み

なければ、死後 きっと畜生にかわるだろうと説いた。男はこれを承諾 し、誓った。僧は村の寺

院に戻った。 しか し、僧 は精神病にかかっていたので、村人は彼 を外出 させなず、ふだんは彼

を見張った。寄進をする際、彼は経典を唱 えず、ただ五戒八戒を念 じるだけだった。僧 は1日

1食 だった。女性が拝仏す る際には彼 はそれを見よ うとせず 、信徒の訪問も受け付 けなかった

とい う」[顔1986:457]。

【資料7】 「昔、 ワラツォティとい う名のタイ族の僧侶がいた。彼はサンガの規則が厳 しくな

く、だんだん悪 くなるのを見て、別の派を作って、仏法を高揚 しようと考 えた。彼は単身でバ

モー付近に行き、静寂な洞窟をさが し出して、そこに籠 もって修行に励 んだ。ある 日、タイ族

の猟師が真っ暗な洞窟の中で、1頭 の大きな鹿 を見つけた。 さっそ く矢を射たが、命 中 しなか

った。1本 目もはず し、3本 目を射 ようとしたとき、鹿の声がした。殺生は罪になる、と。実

はこれは鹿ではなく、顔 つきも変わった僧侶であった。猟師は驚いてひ ざまづき合掌 した。僧

侶は猟師 を教 え導いた。猟師は仏門に帰依 し、弓矢を持って線香の代わ りとし、野の花 を摘ん

できて仏 に供 えた。猟師は村に戻ると宣伝 した。村人も心を打たれて、 ドラと太鼓 をたたいて

洞窟の ところに僧侶を迎えにきた。信徒たちはこの派は何かを尋ねた。僧侶 は自分の名前をと

って派の名前 とした」[張 建章1993:79-80]。

(2)サ ンガの地域間交流

徳宏地区の上座仏教が ビルマ、特にシャン仏教か らの直接的な影響、交流 関係があったこと

は、上にみてきた4宗 派の来歴 に関する事実からすでに明らかであると思われ る。 ミル ンが記

述 していたポイキャウン派、サウテ ィ派は、徳宏地区でい うポイツォン派、ツォテ ィ派 と同じ

であることはほぼ間違いないだろう。 トー リエ派については、シャン仏教にい うどの宗派に相

当するのかは今後の問題 である。また、ヨン派は一つの宗派とい うよりも、北タイを中心にす

る上座仏教 とみたほ うが よいのではないかとも考えられる。 この宗派は、主として西双版納地
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区をおおっているが、その他、景谷地区、歌馬地区などにも入ってい る。雲南 ・ビルマ境界地

域においての歌馬地区は、徳宏 と西双版納の中間にあたるタイ系民族の重要な拠点 となってい

る。 ここのヨン派は、15世 紀後半に北 タイか らビルマ ・シャン州のケン トゥン方面を経由し

て伝わったとされてい る。 しか し、もう一方で歌馬地区には トー リエ派の影響 も及んでいる

[顔1986:437-455,劉 岩1993:87-94]。

こうした事実か ら想定 され るのは、北 タイ、 ビルマ ・シャン州、徳宏地区のタイ系諸族のあ

いだに広まる上座仏教は、相互の密接な交流関係が歴史的にも重層 しあ う形で存在 してきたの

ではないかとい う点である。 この上座仏教における地域間交流、あるいは民族間の相互影響 と

い う問題 は、例 えば北タイのシャンの寺院が今 日もなおケン トゥン地区のサンガ との交流を保

っていた り、1980年 代における西双版納地区の仏教復興が北タイ との民間 レベルの交流を

通 じて進行 していった事実などともかかわ りあい、今後詳細に検討 してい く必要がある。

3民 族区域 自治 と上座仏教

(1)宗 教政策 と仏教協会

中華人民共和国成立後 における 「民族 区域 自治」の実施により、徳宏 タイ族チンポー族 自治

州がおかれていく過程、お よび同地区の民族間関係の政治的レベルにおける再編化の問題につ

いてはすでに論 じたので、ここでは宗教政策の進行により、タイ系民族の上座仏教にいかなる

変化が起きるかを考えていきたい[張 建章1992:123-132,中 共徳宏州史志編委弁公室(編)

1989,中 共徳宏州委史征研室(編)1991]。

まず、徳宏地区の自治的な行政単位への移行にともない、州 ・県 レベルで人民政府が発足す

る。政府内には宗教管理 を扱 う部局 として統一戦線部が置かれ、自治州内の各民族の宗教信仰

および関連事項はいずれもその管轄下に入ることになった。また、宗教事務科 も発足 した。

こうした宗教管理部門の発足に際 し、 「宗教」と 「迷信」を区別 した上で、個人の宗教信仰

の自由、諸民族の風俗習慣、宗教的慣行の維持などにかんする中国政府の公式見解が発表 され、

僧侶や 司祭など、宗教界の指導層 ・関係者 に対する管理 と統制をね らいを した、組織化がはか

られた。仏教についていえば、全国的な組織 として中国仏教協会が発足 し、その支部 としての

徳宏州仏教協会が発足 した。これには徳宏 タイ族チ ンポー族 自治州内の、大乗仏教、上座仏教

の双方をふ くむ各宗派でそれぞれ影響力をもつ僧侶、民族エ リー ト、共産党幹部な どが参加 し
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た。

この時期において、中国仏教協会 の活動 として特筆に値す るのは、中国 ・ビルマ両国の仏教

界における相互交流である。 これには徳宏州仏教協会 も深 くかかわった。当時、両国は未解決

の国境画定問題をふ くめ、多くの外交問題をかかえていた。そこで、両国の関係改善を円滑に

すすめるために、非政治的分野の相互交流を中国政府は積極的に後押 しした。そ うした項 目の

なかには、仏教サンガの相互交流も含まれていたのである。

ビルマ側のサンガ代表団は中国 ・北京を訪 問 した際、中国仏教協会から仏歯 を借 り受けて帰

国 したが、この仏歯はその後ビルマを訪問 した中国側のサ ンガ代表団が持ち帰 ってきた。 こう

した相互交流には徳宏仏教協会のメンバーも参加 した。仏歯は成立して間 もない徳宏 タイ族チ

ンポー族 自治州の首府 ・芒市の菩提寺において一般民衆にも参観が許 され、盛大な仏教儀礼が

催 されたとい う。

第1回 の徳宏州仏教協会の理事会は1957年2月 に 自治州の首府 ・芒市で大会が開かれた。

この会議 に参加 したのは、大乗仏教お よび上座仏教の各宗派の僧侶な ど、総勢160人 ほどで

ある。その際、55名 が協会理事 として選出された。その後、大躍進政策により、社会主義路

線は左傾化 し、宗教界は攻撃の標的になった。上座仏教も例外ではなかった。

当時、生産労働 に従事 しない とい う理由で攻撃 されたり、強制的に還俗 させ られ た僧侶は多

かった。 また、国外に逃亡す る僧侶が続出 し、約7割 にも上る数の僧侶が国外 に避難 した とい

う統計 もある。盈江県を例にとれば、1957年 初 めに218人 の僧侶がいたが、大躍進政策

の時期に還俗 した者40人 、国外逃亡 した者74人 、逮捕 された者3人 とい う状況 であった。

徳宏州仏教協会の活動が停止 となったことは当然である。

第2回 の徳宏州仏教協会の理事会は1960年1月 に開かれている。 これは大躍進期に上座

仏教の破壊状況が甚大であったことに対 して、統一戦線部がその修復 をねらいに開いたもので

ある。1960年6,月 の統計によれ ば、同時期 には盈江県全域で209寺 院ボあったが、大躍

進期の破壊工作により、僧侶のいなくなった寺院は128を 数えた とい う。 この会議への参加

者は、協会理事、僧侶、見習僧 ら90人 が参加 した。現行の宗教政策 を見直 し、僧侶を中心と

す る仏教関係者の心理 ・感情面の安定がはか られた。

さらに1962年 になると、全面的に調整政策が展開す る中で、 自治州の方針 として宗教政

策の緩和の方針が正式に打ち出された。そこでは、宗教信仰の 自由を認 め、民衆の宗教活動は
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正常な状態に回復す ること、暴力的な干渉により、民衆の布施、奉仕を制限 しないこと、僧侶

の還俗を強制 しないこと、宗教的エ リー トに毎月固定した経済的援助をあたえること、破壊 さ

れた寺院などの宗教施設の修復、再建に努めることなどが確認 された。 だが、1966年 に文

化大革命 が始ま り、上座仏教 も 「四旧」 として激 しい攻撃が加えられ、ふたたび徹底的な弾圧

を受けてい くのである。

(2)宗 教政策の再開

解放初期の宗教政策の基本路線に立ち返 り、 「宗教信仰の自由」がふたたび民衆の側にもど

ってきたのは、1978年 以降である。統一戦線部による宗教の管理指導体制 も旧に復 し、人

民政府内には宗教科 も設置 された。1982年 には略称 「中央19号 文件」 と呼ばれる、宗教

信仰の自由と緩和を全面的に指示する内容の重要文献が中央政府から公布 された。 これにより、

国外に避難 していた僧侶 の帰国、破壊 された寺院やパ ゴダの修復、仏教儀礼 ・行事の復活、ビ

ルマ仏教界 との交流再開な どが活発化 し、仏教復興が各地で展開した。

州 ・県 レベルの仏教協会 もこの時期に再出発 し、寺院の再建、若手僧侶の養成、仏教儀礼の

期 日の統一化、各宗派間の宥和、村落の宗教活動に対する管理 と指導な どを担当す るよ うにな

った。 このような上座仏教 をめぐる状況のなかにあ り、徳宏州仏教協会は1983年1月 、

「正常な仏事活動の維持に関す る決定」 とい う公布 を出 した。そこで確認 された内容は、以下

のような8項 目に及んでいる[張 建章1992:330-331]。

・宗教活動の揚所 として政府の批准を経た寺院における拝仏、施餓鬼、受戒、功徳を積む行

為、仏教行事、お よび各信徒 の家庭における供奉、修養 などは、いずれ も正常な仏教活動であ

り、国家 と法律の保護を受ける。政府が禁止 してい る封建迷信活動に対 しては、宗教信仰の範

囲にふくまれない。僧籍 にある者は封建迷信活動に参加 しない。仏教の名義で行われる迷信活

動は、政府の処理にゆだねる。

・仏教活動は4つ の基本原則を遵守 しなければならないが、法律にな く政策の規定の範囲の

外で行われ る有神論 の宣伝 は、国家のおこなう行政、文化教育、婚姻 、計画出産に干渉せず、

生産 と社会秩序を妨害 してはならない。また、すでに廃止 した因習や古い宗教的慣行、宗教的

特権を回復 しない。

・各地の寺院 とパ ゴダの修復および開放は、地元の仏教組織の討論 と政府の批准が必要であ
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る。その際、必要な経費を民衆側 に強制的に割 り当てたり、共同体の財産 を充ててはな らず 、

あくまで も自発的に徴集 され たものでなければな らない。

・各地の寺院 ・パ ゴダは、各級人民政府の宗教事務部門の指導下で、地元側 の住職、僧侶、

ホールー(世 俗信徒 を代表す る役)、 一般 の民衆か らなる管理組織が責任 を持って管理す る。

その運営は民主的で、経済的には公開性を保たねばならない。

・僧職の昇格に関 しては、見習僧 になる場合、あるいは正式僧になる場合には、県の仏教協

会の同意が必要である。

・寺院が見習僧 を受け入れ るには、県の仏教協会か らの同意が必要であ り、 さらに州の仏教

協会に報告す る。僧職にかかわる人員は一般に、寺院 ごとに2、3人 程度が適当である。僧侶

がいない寺院は、見習僧 を受け入れ ることができない。文化大革命中に還俗 し再出家 を希望す

る者は、仏教協会の同意が必要である。

・外国籍の僧侶が中国の領内に巡礼や参拝に訪れ る場合、我々の仏教行事や儀礼活動を干渉

す ることはできない。また、住職を担当することもできない。国外にいる中国側の僧侶が帰国

定住を望む場合、政府の関係部門の同意が必要である。すでに帰国定住 している者 は、ふたた

び国外で仏教行事や儀礼活動に従事することはできない。外国で出家 した徳宏籍の信徒が帰国

定住する場合は、地元の仏教組織の審査を経なければならない。

・全州の各族 の仏教徒は、中国共産党 と人民政府の指導の下で、一致団結 して祖国の建設、

社会主義精神文明 と物質文明のために尽力 しなければならない。

(3)仏 教復興とサ ンガの現状

解放以後における宗教政策 と国家 による宗教管理の下で、徳宏地区のサンガは どの ように再

編 されていくのであろ うか。また、大躍進期および文化大革命における宗教弾圧の時期 をはさ

んで4っ の宗派内部、あるいは相互の関係 にはいかなる変質が起きたのであろ うか。以下、こ

の問題を中心にみていくことにす る。

1956年 以前、徳宏地区の上座仏教の各宗派のサ ンガは、 「総仏寺」 「中心仏寺」 「村寺」

の3っ のランクがあ り、封建的な政治的 ・行政的体系 と対応 していた。 「総仏寺」はムア ンと

対応す る寺院であ り、いくつかの 「中心仏寺」を管轄 していた。 「中心仏寺」はカンkangと

対応 し、複数の 「村寺」 を管轄 している。毎月15、30日 あるいは毎週 日曜 日に 「村寺」の
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住職は 「中心仏寺」に集ま り、布薩堂で読経する[張 建章1993:134-135]。

ムアンの最 高支配者は、ツァオ ・ファーtsaufa(土 司)と 呼ばれ る。土司の一族(族 官)

はムアン全域の統治支配にかかわる各種の職務 を分担する。また、農村を管轄す る役人には、

プ ・スンpusueng、 プ ・カンpukang、 プ ・ヘンpuheng、 プ ・ケpukaeと い う役職があ

った。芒市の場合、タイ族の農業生産の基盤である盆地内部は、大き「く4つ の行政区hokang

longに 分かれてい るが、 これはほぼ寺院 ・サンガの管区 となっている。芒市地区の事例でい

えば、ツァオ ・ファーの権力拠点のある芒市鎮には、4っ の寺院が存在 した。ツォン ・セーン

tsaungsaeng(菩 提寺)、 ツォン ・ハンtsaungxam(五 雲寺)、 ツォン ・マ ウtsaungmaw

(中華寺)、 ツォン ・ホーシンtsaunghosin(仏 光寺)が それである。

興味深いのは、これ らの寺院が各宗派の拠点となる寺院であった点で、上か ら順 にポイ ツォ

ン派、 ヨン派(後 にポイツォン派 となる)、 トー リエ派、 ツォティ派の 「総仏寺」にあた り、

芒市全域の各宗派の寺院の頂点に位置 したことである。その建立にはいずれ も王権が関係 して

いる。例 えば、ツォン ・ハン(五 雲寺)は 、土司 ・放廷定の時代に建立 された といわれる。初

代の住職僧のチェンマイから招請 したものだ と伝 えられている。

ここで考えておかなければならないのは、各宗派のサンガは王権 と関係 し、 どれか一つの宗

派だけが保護 されて他派を排除するとい うのではなく、各宗派は並立的に王権の権威を正当化

する構造になっているとい う点である。 こうした王権 とサンガの関係 は、瑞麗地区でもポイツ

ォン派、 ヨン派、 トー リエ派の寺院が王権所在地に併存 していたことか らみて、他 のムアンに

おいても同様であったのではないか と考えられ る。 これ とあわせてムアンにはファ ・ジfaji

(御封仏爺)と 呼ばれ る最高位の僧職が存在 し、その称号は土司によ り与えられたとい う。

各派のサンガの等級はそれぞれ少 しずつ違いがあるが、基本は次の等級 である。1982年

以後、各宗派はこの等級に統一 されている。すなわち、見習僧にあた るのがツァオ ・サン

tsaosang、 正式僧にあたるのがツァオ ・ツァンtsaozhangあ るいはツァオ ・モ ンtsaomon

である。 さらに、これ よりの僧歴が長 く、学識 も豊富なのがツァオ ・ジtsaojiで ある。寺院

の住職になれるのはツォオ ・ツァン以上である。

かつて各宗派は教義内容 を批判 しあい、相互の交流はほとんどなかった といわれ、特 にツォ

ティ派は他宗派に対 して非寛容で、閉鎖的であった。 しか し、中国政府 にとってみれば、こう

したサンガ内部の戒律上の差異にもとつ く対立的な関係性は、団結 と平等をス ローガンとする
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民族政策の基本姿勢に馴染まないばか りか、民族区域 自治の円滑な運営を阻害する要因です ら

あった。

こうした問題に対 し、復活後の上座仏教ではサンガの側 も在家者の側 も各宗派相互の関係は

改善 され、戒律 に対する厳格 さも以前 に比べ緩んできている。そればか りか、ある意味で戒律

主義を根幹 とする上座仏教の存立基盤そのものにかかわる重大な変化が起きている。それ は、

世俗的行為 を禁止 されてい るはずのサンガ側が、修行生活の 自給自足 とい う国家側の指導方針

を受けて、 自分たちで野菜 を栽培 した り、魚を養殖 したり、食事の賄いを した りす るようにな

っているのである。

1982年 以降の宗教政策の基本原則に従 う形で進行す る、 「サンガの部分的世俗化」 とで

もよび うる方向の変質がサ ンガ側に起 きている一方で、ビルマ政府の仏教サンガに対す る制度

改革が一定の影響力 を持ちは じめている。すなわち、 ビルマではサ ンガの浄化をね らい とし、

全宗派合同会議が1980年 に開催 され、全国的 レベル の統一僧侶組織 と宗教裁判所の設置、

僧侶登録制の実施が決議 された。

こうした動きは中国 ・ビルマ国境地帯にまで伝わ り、中国領の瑞麗県に向かい合 うビルマ側

の姐蘭地区の弄相、芒秀村の2名 の僧侶が木姐、ナンカム地区の僧侶 を審査す る権限を与えら

れ、 トー リエ派の戒律 を基準 とし、これに違反する僧侶、見習僧 を破門 し、寺院から追放 した

とい う。また、ビルマ側 で実施 される教理試験は、復興段階にあった徳宏地区のサ ンガにも大

きな影響 をもたら し、その結果、仏教復興に取 り組みはじめた徳宏地区のサンガの再組織化に

大きな影響をもたらす結果 になった。サンガの再組織化は、 トー リエ派が主流 となって展開さ

れることになったのである[侯 ・楊1991:18]。

表3は 、中華人民共和国成立以降の徳宏地区における上座仏教の寺院数の変動 を示 したもの

である。また、表4は 各県 における宗派別の寺院の分布状況を示 した ものである。中華人民共

和国の成立以降の宗教政策 により、4つ の宗派間の戒律上の区別や差異を解消する方向で 「サ

ンガの一元化」を進め、いわば上からの 「宗教改革」により、サンガを国家権力の管理 と統制

の範囲内にお くとい うものである。
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表3「 徳宏地区における寺院数の変遷」

1956 

1966 

1985 

1989

梁河県

25 

24 

19 

20

盈江県 階川県 瑞麗県 睨 町市 滞 西県 合計

216 

209 

150 

244

177 

181 

77 

77

67 

89 

85 

90

7 

6 

4 

7

140 

135 

110 

113

632 

644 

445 

551

(出所)「 徳 宏 上 座 仏 教 仏 寺 僧 侶 統 計 表 」[張 建 章1992:125-130]よ り作 成 。

1956年 度では徳宏地 区において632の 寺院が存在 した。県別の分布状況の詳細 は、表

3に ある通 りだが、民族別 にみると、 タイ族の寺院が575、 アチャン族44寺 院 、 ドゥアン

族13寺 院 とい う状況であった[張 建章1992:125]。1966年 の数字 は、文化大革命 の開始

され る直前の状況を表す ものであ るが、これをみるかぎ り、寺院数は宗教に対する弾圧が厳 し

くなった大躍進期 においても破壊 され ることはな く、解放初期の数字が保持 されていたことが

示 されている。調整期における宗教政策がそれな りに一定の成果をあげた結果 とも考えられ る。

1985年 の数字をみ ると、 どの地区でも減少 しているが、盈江県、朧川県において顕著な減

少傾向が認め られる。 この数字 は、文化大革命終了直後のものではな く、す でに再建段階の過

程 に入 った状況が表 されているもの と考えられ る。

こうした寺院の再建にかん し、瑞麗県人民政府の宗教管理部局での筆者の聞き取 り調査によ

ると(1991年8月 実施)、1982年 段階では瑞麗県で93寺 院が再建 され、その費用総

額は2636750元 に達 した。その うちの9割 以上の額は農民の寄進によるものであるとい う。一般

に寺院の再建 には4、5万 元の費用 がかかるが、瑞麗県全域 のタイ族村落約120村 の うち、

8割 近い村落が寺院を再建 している。

寺院が再建できるか否かは各村落の経済的状況に大きく依存す るが、例えば、芒市地医 ・戸

育村 は1991年3月 段階で、戸数188、 人 口1125ほ どの農村であったが、寺院は19

88年 に再建 工事が終 了 した。総費用 は22000元 ほ どで、各戸は寺院建築のために材木2本 ず

つを寄進 し、 さらに各戸あた り19元 、10斤 の米を出 した とい う。また、ムンマオ鎮の東門
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村の場合、1991年3月 の時点で寺院の再建が進行 中であった。総 トタン板張 りで、総工費

は約9万 元である。 この寺院にかん し、以下のよ うな経過 をた どった。 まず、1981年 頃、

共同で草ぶきの寺院を建 て、この段階では各戸20元 ずつ費用を分担 した。その後、1987

年 には瓦ぶきの寺院が建立 され、90年 に現在のものへ と建て替えていったのである。

次に、サ ンガの状況 についてみていきたい。表4は 、徳宏 地区における僧侶 の数を示 して

いる。ここで僧侶の数は、長老僧tsaojiお よび比丘tsaomonを 含むもの とす る。 また表

5は 、沙弥tsaosangす なわち見習僧 の数 を示 している。

表4「 徳宏地区における僧侶数の変遷」

梁河県 盈江県 随川県 瑞麗県 腕 町市 蝿西県 合計

1956 

1966 

1985 

1989

3 

1

63 

58 

14 

24

41 

24 

7 

4

44 

62 

3 

13

1 

1

83 

25 

17 

16

232 

173 

42 

57

(出所)「 徳 宏 上 座 仏 教 仏 寺僧 侶 統 計 表 」[張 建 章1992:125-130]よ り作 成 。

表5「 徳宏地区における見習僧数の変遷」

梁河県 盈江県.朧 川県 瑞麗県 睨 町市 燐西県 合計

1956 

1966 

1985 

1989

11 

2

12 

17 

11 

19

6 

1 

14 

14

82 

88 

9 

86

2 

2

26 

10 

3 

24

139 

120 

37 

143

(出 所)「 徳 宏 上 座 仏 教 仏 寺 僧 侶 統 計 表 」[張 建 章1992:125-130]よ り作 成 。

101



1956年 の時点では、徳宏地区全体で僧侶232人 、見習僧139人 であった。 この数

字の意味す ることは、徳宏地区では、寺院数 よ りも僧侶が圧倒的に少なかったこどを表 してい

る。つま り、僧侶 と見習僧を欠いた村落の寺院が存在 していたのである。 こ うした事態 が比較

的穏健 な路線をとっていた1950年 代前半に進行 した とは考えにくく、それ民国期あるいは

それ以前か ら徳宏地区ではこうした現象が一般的であったのではないか と考 えられる。198

5、89年 の統計では、その傾向は より顕著なもの となっている。統計から明 らかなよ うに、

寺院の再建が順調に進んだことに比べ、サンガの再生状況はきわめて低調なよ うに見受けられ

る。寺院の総数に比べ ると、僧侶の不足現象は歴然 としている。

筆者 自身の調査によれば、1991年8,月 の時点で芒市地区には、住職 のいる寺院はわずか

に9カ 所 とい う状況であった。また、瑞麗地区では8寺 院 とい う状況であった。いずれに して

も、徳宏地区のほとん どの村落では出家を志向す る者がなく、僧侶や見習僧はきわめて少なく、

しかもサ ンガはい くつかの拠点 となる寺院にのみ存在する、きわめて特殊化 された組織 なので

ある。 この状況は1990年 代に入 ってからも基本的に変わ らないよ うに思われ る。

こうした不均衡な関係性が過渡的な現象なのか否かは判断に迷 うところであるが、この点に

かんして筆者は、芒市地区の村落調査の際に、以下のよ うな説明を村人の1人 から受けたこと

がある。すなわち、僧侶を常時寺院に招請 してお くには、村落の負担がそれだけ大きくなって

しまい、それ よりは仏教儀礼などで必要 とされる時期だけ招いた方がず っと経済的なのだ、云

o

この説明が全 く的外れではないことは、1950年 代以降、社会主体制下で、時には暴力的

なまでの国家による宗教領域への干渉や関与、あるいは宗教信仰の自由とい う名の緩やかな宗

教管理などによるさまざまな影響、80年 代以降の市場経済 と消費生活の普及により、農民内

部の上座仏教に対する意識が多様化 し、大きく変化 してきていることも事 実である。 しか し、

この説明だけでは、すでに1950年 代においてかなりの寺院に僧侶 も見習僧 もいなかった と

い う事実 をうま く解釈で きない し、後述するように、サンガ成員の不足現象 とは対照的に、民

衆 レベル にお ける儀礼的実践の活性化現象の意味を理解できない。農民側の上座仏教に対す る

信仰心は、出家行為に向か うのではなく、ポイpauiと 呼ばれる儀礼的実践に向か う傾向を強

くもっているからである。
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(4)ポ イ儀礼の活性化

ポイとは、功徳の蓄積 を目的 として世俗信徒側が行 う仏教儀礼の性格を強 くおびた儀礼的実

践で、年中行事的にな され る形態 とそ うでない もの とがあり、前者は村落共同体やムアンなど

を単位 とし、後者は世帯 ・家族を単位 をす る傾向がある。後者は、一定の経費 を蓄えた後には

じめてできる。 この 目的はこの世で徳 を積むことによ り、社会的な威信 と地位 を獲得す ること

である。仏教復興の過程で在家側にあるタイ族民衆は、文化大革命で破壊 された寺院の再建 と

あわせて、ポイ ・パラpauiphalaと 呼ばれる、仏像 をビルマ側 で購入 してきて寺院に寄進す

る儀礼的実践を活性化 させていった。

例えば、芒市地区 ・ナム村の事例についてみると、次のような状況である。 この村落は19

91年3月 の調査の時点で、戸数約580、 人 口約3000、 寺院が再建 されたのは1988

年である。費用は約3万 元かかった。寺院の再建を祝 う儀礼のポイ ・ツォンpoitsaungで は、

芒市地区の全村落を招待 し、8000元 が集 まった。宗教政策の回復以後、30～40戸 の世

帯でポイ ・パラ儀礼が行 われた。この儀礼 を1回 行 うのに6000～7000元 の経費が必要

である。現在の方が以前よ り供え物は見栄 えが よくなっているとい う。仏像、仏具は ビルマ側

のナムカンか ら購入 して くる。かつては経典を寺院に寄進するポイ ・タムpauithamを 行って

か らは じあてポイ ・パラができたが、現在ではそれを省略 していきな りポイ ・パラを行 う世帯

が増加 した。 この点は宗教政策の復活以降の大きな変化である。 また、農民側の意識変化 とし

て、まず家屋を新築 して後代の備えを し、さらに トラクターを購入 し、その上で余裕 があれば

ポイをす るようになってい るとい う。現在は生活水準 も向上 したので、ポイの形式 と規模 が拡

大 したのである。

4結 びと して

ス リランカから東南アジアにかけてのいわゆる 「上座仏教圏」では、上座仏教は民族 ・地域

の違い を越 えて受容 され、 「仏法 一サンガー王権」とい う三位一体的な相互補完関係 をな し、

王権に対する支配の正 当性 と権威 を補強す るイデオロギー としての役 目をはたしてきた。上座

仏教を受容 した王権は、東南アジア大陸部を中心に多 くの 「仏教国家」を形成するところ とな

った。だが、その後の歴史的展開のなかで、スコータイ王朝以降のタイに典型的に認 められ る

よ うに、 「国教」的な地位 を獲得 した後、近代的な 「国民国家」に移行 してか らも、国家統合

103



とナシ ョナ リズムの中核 となるイデオロギー的機能 を現在 にいたるまで発揮 している状況もあ

れば、ビルマのよ うに、歴史的王権にあっては 「仏教国家」を達成 したが、それが植民地化 さ

れていく過程で王権が解体 したことにより、 「仏法 一サンガー王権」 と相互補完的な関係構造

に亀裂が生 じていく状況もある。

前者では、仏教的王権から 「国民国家」への移行 に際 して、王権 とサ ンガの双方に中央集権

化 と近代化が展開 し、 「サンガの一元化」が進行す る。後者では、仏教的王権に代わって脱植

民地化に成功 した世俗的な政治権力が、上座仏教 という伝統的要素 を新 しい国家権力機構 にう

ま く再配置できず、国内における民族間関係に緊張 した局面を招き、世俗権力の政治的支配 と

のあいだに齪甑が生 じる事態が引き起こされたのである。 このほかに、冷戦状況下における急

進的な社会主義政権下にあったラオ'ス、カンボジアの上座仏教の事例 を加 えていけば、上座仏

教圏にお ける国民国家的文脈は同質的に編制 されてきたわけではなく、 さまざまな ヴァージ ョ

ンがある。

本稿 で取 り上げた徳宏タイ族チンポー族 自治州における上座仏教は、東南アジア大陸部とは

異な り、上座仏教が 「国教」的役割 をはた しえない地域のひ とつの事例である。 ここでは、上

座仏教があくまでも民族的アイデンティティやエスニシテ ィの編成 にかかわ る、 「民族宗教」

としての性格をもっている。

こ うした事例 も視野において、東南アジア大陸部および雲南に跨がる上座仏教圏における1・

980年 代以降の仏教再生はいかなる意義を担 うものであろ うか。少なくとも 「国民国家」を

相対化す る視点か らも再検討 されていかねばな らないだろう。つま り、こ うい うことである。

従来論 じられてきたような上座仏教と国家統合の相互関係 を縦軸にす えなが らも、もう一つ

の軸、いいかえれば横軸 として、民族間関係、地方サンガの歴史動態あるいは交流状況を明 ら

かに してい く方向である。上座仏教 とい う要素は、国家統合を うながす接着剤 として作用する

と同時に、地域間の交流 をはかる機能一これは 「地域」を生成する力学 でもある一も同時にあ

わせもつ とい う点を見落 とす ことはできないように思われる。こうす ることで、 ビルマ国内に

おける少数民族の動態、例えばシャン族が ビルマ仏教を影響 を強 く受けなが らも、近代以降の

歴史のなかでは対立的局面が顕著になってあらわれ るとい うような問題 をより立体的かつ内在

的に理解できるのではなかろうか。

徳宏地区の事例も彼 らの仏教文化 の系統、起源が ビルマのシャン州にあることを雄弁に物語

104



る。大躍進や文化大革命 のよ うな政治 ・社会的な混乱期において もその交流が保持 されたが、

国民内部で進行す る 「サンガの一元化」 とい う過程の背後では、あいかわ らず国家や民族、地

域間を越 えたサンガの交流関係が維持 されている。上座仏教圏の周縁部において雲南省 のタイ

系諸族は、 ビルマ ・シャン州、タイ北部な どのサンガ と一定の交流関係を保持 しなが ら、地方

サンガ としてローカルな政治権力と深 くかかわっているのである。

1985年2月 、徳宏州人民政府は、徳宏タイ族チンポー族 自治州を 「辺境貿易区」 として

対外開放 した。その結果、内陸交易ルー トが活性化 し、国境貿易は急速な拡大 と発展 をとげた

[張継濤1987]。

こうした中国 ・ビルマの国家領域 にまたがる、国境を越えた 「地域」の 自律的な生成現象 と

もいえる新 しい動 きに対 し、中国政府は中国西南諸省か ら東南アジアを射程 に入れた広域経済

圏を生み出そ うとしている。徳宏 タイ族チンポー族 自治州には 「辺境 自由貿易試験区」が設定

され、国境貿易を全面的に推進 していく構1想である[郭 来喜 ・刀安鋲(編)1993]。1992

年になり、端麗辺境経済合作区、弄島経済開発区、姐告辺境貿易経済区な どが建設 されている。

東南アジア大陸部の多 くの国家において上座仏教 は、 「国教」 もしくはそれに準 じる地位に

あ り、国家体制を支える中核的イデオ ロギーである。対外開放政策を推進す る中国は、徳宏、

西双版納 などの雲南南部のいくかの民族自治州を東南アジア世界に対す る 「窓 口」 として うま

く機能 させ、政治 ・経済 ・文化などの各方面で積極的に交流を進めていく計画である。その際、

東南アジア大陸部が上座仏教圏の核心域である理由から、上座仏教 を円滑な地域間交流の手段

として重視せ ざるを得なくなっている。特に、市場経済化の進行 と経済発展に より、バー ツ経

済圏の盟主として東南アジア大陸部に大きな影響力を発揮 しつつあるタイ国 をは じめ、各種の

資源が豊富で市場 と経済開発の両面が期待 されているビルマ、ラオスなどは、 目下、西南各省

を横 につないで 「大西南区域経済圏」の創出をめざす中国にとって、最 も魅力あふれ る重要な

連携対象でもある。上座仏教は、こうして生成 しつつある、国境に跨がった新たな 「地域」に

おける、文化的な共通言語 としての意味合いを強 くもってきているように思われ る。
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